
◇対象

一般選手コース(社会人)・一般(社会人)

U-12(小学生)・U-18(中学生・高校生)

一般A/B(社会人)

U-12・18(小学生～高校生)

◇活動場所

・

4 ～ 11 月

12 ～ 3 月

・

5 ～ 11 月 三沢市南山テニスコート　他

12 ～ 4 月 三沢市総合体育館　他

・

5 ～ 10 月 五所川原市営テニスコート

11 ～ 4 月

◇コース内容及び会費

ガイドブック(9、10ページ)参照

◇雨天時について

1.

※ガイドブック(6ページ)参照

2. レッスン開始後に天候等でやむ得ず中止にする場合でも、レッスン１回分とする。

イ ー ス ト

(令和7年度版)

株式会社リベロスポーツクラブ

リベロスポーツクラブ　テニス部門のきまり

テニス

弘 前 U-12(年中～小学生)・U-18(中学生・高校生)・U-22(大学生)・

五 所 川 原

ソフトテニス

弘 前 U-12(年中～小学生)・U-18(中学生・高校生)・U-22(大学生)・

屋外 弘前運動公園庭球場、千年テニスコート、黒石運動公園テニスコート　他

室内 青森県武道館、河西体育センター、弘前海洋センター、弘前市民体育館　他

屋外

室内

弘 前

五 所 川 原

イ ー ス ト

屋外

室内 漆川体育館、つがる市総合体育館　他

天候等による活動中止の判断は、開始時間の２時間前の状況を参考とし決定する。

- 1 -



◇大会について

1. 大会参加の場合、担当コーチに相談すること。

2. 登録費、大会エントリー費は別途個人負担とする。

3. 大会時の送迎は保護者が行う。

4.

◇遠征(合宿・他クラブへのイベント等)

1.

2. 参加希望者は参加費をおつりの出ないように締切日まで担当コーチに支払うこと。

3. 締切日以降のキャンセルは別途対応となる為、連絡等は早めに担当コーチにすること。

◇傷害保険

◇入会・休会・退会

1. 練習体験は随時行い、原則１回までとする。(新規入会希望者のみ対象)

2. 新規入会受付は随時行い、入会の際に「入会申込書」を提出する。

3. 入会・休会・退会については、子どもの意志を尊重する。

◇会費

2. 再引落しできなかった時点で、請求書を送付する。

5. 休会及び退会により会費を返金する場合は、ゆうちょ口座に振込となり、振込手数料はお客様負
担とする。

コーチが帯同した場合は帯同費、実費経費を負担する。(帯同できる場合とできない場合がある)

自由参加とする。(但し、クラブ単位での申し込みが必要な場合がある為、参加の際は担当コーチ相談する)

4. 遠征先でケガや体調を崩し診察・治療を受ける場合を想定して、保険証カードを持参するか、全額
一時払いをするかは参加者保護者の判断とする。(保険証コーピー不可)

クラブ活動中、クラブへの行き帰りにおける事故、賠償責任に関しては、スポーツ安全保険の適応範囲
内にて保証する。送迎車両に乗車中の事故に関しては、車両保険の適応範囲内にて保証する。

4. 休会又は退会するときは、所定の用紙「休会・退会届」に必要事項を記入し休会前月の20日までに
提出する。(退会は2カ月前の提出)
※担当コーチ又はリベロ事務所に直接提出・郵送・FAX可
※当月に入って申請した場合は当月の会費をお支払いいただきます

1. 会費は毎月前納とし、原則ゆうちょ銀行より月末引落しとする。(引落しの際は別途1名につき55
円の手数料が必要)
但し、月末引落しができなかった場合は翌月10日に再引落しとなる。

3. 3カ月滞納(再引落しができない時点)された場合は、未納分を支払っていいただき退会とする場
合がある。但し、引落し手続きが間に合わない場合は、この限りではない。
（必ず担当コーチ又はリベロ事務所まで連絡すること）

4. 特別な事情により現金でのお支払いや銀行振り込みを希望する場合は、半年分の会費をまとめて
前払いをお願いする。(途中休会・退会場合はその分を返金する)

5. 万が一、クラブ側の手違いにより間違った金額の引落しがあった場合は、次の月に調整又は返金す
る。
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7. 新年度には新たに、月会費のほかに年会費、登録費を納めること。

※ガイドブック(9、10ページ)参照

10.

2)

◇送迎

2.

3.

4.

5. テニス「弘前U-12」・ソフトテニス「弘前U-12」のみ送迎対応可能とする。

◇服装・持ち物

1.

2.

3.

4. ごみは自分で必ず持ち帰ること。

5. 持ち物には、必ず名前を記入すること。(紛失した場合、クラブ側は責任を持たない)

6. 忘れ物があった場合は利用施設へ忘れ物として届ける。

◇その他

1. 冬場の施設確保が困難な場合はコース変更していただく場合もある。

2.

1) リベロが1カ月間、活動できなかった場合、所属コースの会費から50％返金又は次月調整と
する。

6. 出席日数が足りない場合でも月会費は納めること。
（休会届・退会届が提出されている場合は納めなくてもよい)

8. 1) 一人のクラブ員がサッカー、テニス、ゴルフ、チアリーディングの複数の部門・コースに在籍す
る場合は年会費を9,240円(税込)とし、月会費は２つ目の部門・コースから1,100円(税込)
ずつ割引とする。但し、ゴルフ部門のクラブ員は毎月４回以上参加のクラブ員のみ割引の対象
となる。

2) 当クラブに家族で在籍されている場合、２名以上在籍で２人目から月会費1,100円(税込)ず
つ家族割引をする(但し、月会費のみとする)。但し、ゴルフ部門のクラブ員は毎月４回以上参
加のクラブ員のみ割引の対象となる。

9. 年会費は12カ月×770円(税込)とし、年度途中入会者は入会月から３月までの月数に770円(税
込)を掛けた金額とする。年度途中に退会しても返金はしない。

施設利用が不可になった場合以下の対応とする。(月単位の計算とする) ※土日祝含む

会員又は保護者が当クラブ・スタッフの名誉を著しく損なうような言動をしたと判断した場合、クラ
ブの指導方針に理解を示さない場合、SNS(LINE・Twitter・Facebook・Instagram・TikTok
他)などによる、いじめ、クラブ批判ととれる投稿があったと判断した場合、以上に該当する言動の
際には事実確認のうえ退会していただく場合もある。

リベロが2週間以上の活動を行った場合は、会費は全額引落しとする。

３） リベロが2週間未満の活動を行った場合は、所属コースの会費から50％返金又は次月調整と
する。

1. 原則送迎はなしとする。家庭の事情でどうしても必要な場合は要相談とする。練習を休む場合は
必ず事務局又は担当コーチに連絡すること。守られない場合は送迎を断ることもある。

送迎を利用していても、保護者が送迎できる場合は送迎すること。その場合も連絡すること。

送迎を利用する場合は誓約書への押印、必要理由を記入した「送迎願」を提出すること。

ルートでの送迎の為、時間で出発する。バス・スタッフ自家用車の希望や選択はできない。

練習は運動しやすい服装(ジャージ等)・テニスシューズとする。(シューズ準備中の場合は運動靴でも可)

室内練習時もテニスシューズとする。(シューズ準備中の場合は運動靴でも可。(底が白いもの))

持ち物は、着替え・タオル・飲み物を用意すること。(冬季期間はダウンコートなど厚着の準備)
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株式会社リベロスポーツクラブ事務局

〒036-8083 弘前市新里字西里見157番地 弘前ゴルフプラザ2階

： 0172-55-5143 : 0172-55-5144

： info@libero-sc.com : http://www.libero-sc.com

： 橘 久美子・豊巻 哲司・工藤 央達

担当コーチ連絡先

テニス部門長/ソフトテニス ヘッドコーチ

: 090-3984-3317

ソフトテニス コーチ(イースト)

: 080-5563-7601

テニス ヘッドコーチ

: 080-2818-2190

FAX

E-mail HP

担当

豊巻 哲司 TEL

天間　雅則 TEL

工藤 央達 TEL

TEL
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